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景観計画の位置づけと役割01

1　はじめに
　杉並区は、以前から行ってきた景観づく
りの取組に加え、平成 16 年（2004 年）に
制定された「景観法」に基づく仕組みや区
独自の施策を積極的かつ効果的に展開する
ため、平成 20 年（2008 年）に「杉並区景
観条例」を制定し、平成 21 年（2009 年）
に東京都の同意を得て、景観法による「景
観行政団体」となりました。これにより、
区は、法令に基づく景観計画の策定が可能
となり、平成 22 年（2010 年）に「杉並区
景観計画」を策定しました。
　以降、区は、この景観計画に基づき、良
好な住宅都市としての景観を守り、さらに
みどり豊かで美しい景観を進展させていく
ため、総合的かつ体系的に景観施策の展開
を図っています。
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　「杉並区景観計画」は、景観法第８条第 1 項及び杉並区景観条例第 8 条第１項の規定に基づき定める法
定計画です。

　杉並区景観計画の役割は、以下の 3 つを基本としています。

3　役割

2　位置づけ

1 2 3

「杉並区まちづくり基本方針」

に定められている「景観まち

づくり方針」に即した、杉並

区の総合的な景観形成の指針

景観法及び杉並区景観条例に

基づいた、具体的な取組の実

施方法等の規定

区、区民及び事業者が連携・

協力して景観まちづくりに取

り組むための指針

杉並区
景観計画

杉並区基本構想

一般廃棄物処理基本計画
地球温暖化対策実行計画

産業振興計画
教育ビジョン2022推進計画

みどりの基本計画
住宅マスタープラン
バリアフリー基本構想
交通安全計画

地域公共交通計画
自転車活用推進計画
空家等対策計画
耐震改修促進計画
すぎなみの道づくり
無電柱化推進方針

杉並区環境基本計画

東京都景観計画

東京都市計画
都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針

適合

連携

調和適合

連携

杉並区まちづくり基本方針

各駅周辺まちづくり方針
各地区計画*

本文中「*」の用語は、「資料編 6 用語集」（P.167 ～ 171）に説明を記載しています。
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対象区域02

　杉並区は、東京の背骨といえるＪＲ中央線
を抱え、東京 23 区の西部に位置し、面積は
34.06ｋ㎡です。東は中野区、渋谷区、西は三
鷹市、武蔵野市、南は世田谷区、北は練馬区
と接しています。
　区の景観をさらに美しく魅力あるものにす
るため、また、身近なまちなみの景観を守り、
育て、継承していくために、区全域を景観法
第８条第２項第１号に規定する「景観計画区
域」とします。

4　景観づくりの担い手
　景観は、多様な要素で構成されています。例えば、みどりのような自然環境はもちろん、落ち着いた色
の建物や歴史的な建築物等も景観の要素です。それは公有のものに留まらず、その多くが、民間所有の土
地や建物など、私有のもので構成されています。
　そのため、良好な景観づくりとは、区をはじめとした行政と、区民及び事業者のそれぞれが担い手の一
員となり、自らの役割を果たし、連携・協力して取り組んでいくものです。

連携
協力

区

良好な景観形成に向けた
規制・誘導、先導的役割、

普及啓発など

事業者

良好な景観形成に配慮した
事業活動など

良好な景観形成を意識した
自宅等の身の回りでの
生活の実践など

区民

練馬区

杉並区

中野区

渋谷区

世田谷区

三鷹市

武蔵野市

景観計画区域 　 区全域
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計画の改定にあたって03

1　改定の背景

2　改定方針

　杉並区では、平成 22 年（2010 年）4 月に「景
観法」及び「杉並区景観条例」に基づく「杉並
区景観計画」を策定し、平成 28 年（2016 年）6
月に、社会情勢の変化への対応や景観施策の充
実を図るため、第１回改定を行いました。
　令和 3 年（2021 年）10 月には「みどり豊かな
　住まいのみやこ」を杉並区が目指すまちの姿
とする新たな基本構想を策定し、令和５年

（2023 年）３月には「杉並区まちづくり基本方針
（都市計画マスタープラン）」を改定して、「景観
まちづくり方針」などに加え、「ゼロカーボンシ
ティを目指すまちづくり方針」を掲げました。
令和４年（2022 年）5 月には「杉並区環境基本計画」
についても、改定しました。
　また、景観づくりに関心はあっても、区の取
組までは知らない人の割合が非常に高い（Ｐ.46
参照）という実情も把握できたことから、区民
等からの意見も伺ったうえで、右記の３点を目
的に、第２回改定を行うこととしました。

景観法に基づく取組に加え、
景観に資する他部門の取組に
ついても、景観の観点から整
理し、本計画に位置づけるこ
ととする。

ゼロカーボンシティを目指す
まちづくりの動きを適切に反
映させる。

イラスト、写真を活用し、区
民、事業者にとってわかりや
すい構成、文章、紙面とする。

最新の行政計画の内容を本計画
に適切に反映していくこと

行政、区民及び事業者の３つの
主体が、それぞれの役割を果た
し、景観づくりに取り組むこと

景観づくりの取組の周知や意
識啓発を強化し、より効果的に
行うこと
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